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●長崎県立大学 令和６年度第２回教育研究評議会 議事録 

日 時 令和６年５月８日（水） 14：40～15：35 

場 所 シーボルト校特別会議室 

出席者 

浅田学長、橋本副学長、大塚副学長、松崎副学長、谷澤経営学部長、綱地域

創造学部長、関谷国際社会学部長、有田情報システム学部長、古場看護栄養

学部長、山本地域創生専攻長兼地域社会マネジメント専攻長、平岡情報工学

専攻長、倉橋人間健康科学専攻長、西岡佐世保校附属図書館長、井上事務局

長、山田シーボルト校事務局長、榊原学生支援部長 

配付資料 

【資料 1】教員の採用について 

【資料 2】令和５年度卒業者就職状況 

【資料 3】長崎県立大学教育開発センター教学情報取扱要領 

【資料 4】臨時職員（学生）雇用にかかる学内研究費の不正使用防止のた

めの対策 

議 事 

【協議事項１．教員の採用について】 

 地域創造学部長から、資料１に基づき次のような説明があり、了承され

た。 

地域創造学部公共政策学科教員４名を公募する。 

（１）専門分野は公共政策で、職名は教授または准教授、採用年月日は令

和７年４月１日である。（２）専門分野は社会学で、職名は准教授または講

師、計量分析ができることが望ましい。また、社会調査士の資格を有してい

ることが望ましいとしている。採用年月日は令和７年４月１日である。（３）

専門分野は法学（労働法）で、職名は准教授または講師、採用年月日は令和

７年４月１日である。（４）専門分野は法学（民法）で、職名は准教授また

は講師、採用年月日は令和７年４月１日である。 

 

国際社会学部長から、資料１に基づき次のような説明があり、了承され

た。 

国際社会学部国際社会学科教員 2名を公募する。 

（１）職名は教授で、専門分野はアジア太平洋地域の国際関係論またはそ

の関連分野である。実務家教員として採用した場合は経歴を生かして「企業

インターンシップ」にも関わっていただきたい。また、専門との都合上、英

語で授業できることを応募資格に入れている。採用年月日は令和７年 4 月

１日である。（２）職名は教授または准教授で、専門分野は教育学またはそ

の関連分野（メディア教育）、採用年月日は令和７年 4月１日である。 

 

情報システム学部長から、資料１に基づき次のような説明があり、了承さ

れた。 

情報システム学部情報セキュリティ学科教員 2名を公募する。 

（１）職名は教授・准教授・講師または助教である。専門分野は情報セキ

ュリティ分野または情報ネットワーク分野で、サイバーセキュリティ分野
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の授業を担当する。助教も対象としているため、応募資格に助教に関するも

のを記載した。また、応募資格に実務者についても記載している。採用年月

日は令和７年 4 月１日だが、可能であれば令和７年４月１日までの早い時

期としている。（２）職名は教授・准教授・講師または助教で、専門分野は

情報セキュリティ（セーフウェア）である。こちらは実務家教員に関する応

募資格はない。また、先ほどと同じく、採用年月日は令和７年 4 月１日だ

が、可能であれば令和７年４月１日までの早い時期としている。 

 

看護栄養学部長から、資料１に基づき次のような説明があり、了承され

た。 

看護栄養学部栄養健康学科教員１名を公募する。職名は教授で、専門分野

は臨床栄養学分野である。博士後期課程での教育を担当できるよう、応募資

格に博士の学位を有する者としている。採用年月日は令和７年 4 月１日で

ある。 

 

 

【報告事項１．令和５年度卒業者の就職状況（確定）】 

 学生支援部長から、資料２に基づき次のように報告された。 

 令和６年４月末時点での状況は、大学全体で 99.5％、前年と同ポイント

である。県内就職率は 36.3％で、前年比+3.6 ポイント、平成 29 年以降

最も高い数値である。未就職者３名に対しては引き続き就職課で支援した

い。また、公務員就職者数についてはここ５年間で最多である。 

 

 

【報告事項２．教育開発センター教学情報取扱要領】 

 学生支援課長補佐から、資料３に基づき、教育開発センター教学情報取扱

要領策定の趣旨や概要について説明された。 

 

 

【報告事項３．臨時職員（学生）雇用にかかる学内研究費の不正使用防止の

ための対策】 

 学長から、資料４に基づき、臨時職員（学生）雇用にかかる学内研究費の

不正使用防止のための今後の対策について報告された。 

研究担当副学長から、コンプライアンスに関する注意喚起はこれまでも

行ってきたが、各教員の意識を毎年度新たにするため、新規対策として、学

部の研究費不正防止研修会を毎年度実施することとしたので、学部長はコ

ンプライアンス推進責任者として音頭を取って実施していただきたい、と

の説明がなされた。 

 

              以上 

 


